
第３２回 教育研究評議会議事要録 

 

日 時 平成１８年１２月１１日（月）１４時００分開会～１６時１０分閉会 

場 所 本部５階大会議室 

欠席者 冨岡評議員 

陪席者 今岡監事 

 

 議事に先立ち，第３１回教育研究評議会の議事要録が異議なく承認された。 

 

議題１．教員の職の変更に伴う規則改正について 

議長から，本件は，学校教育法の一部改正による大学教員の職の変更に伴い本学の全学規則について

所要の改正を行うものであり，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられ，審

議の結果，原案どおり承認された。 

 

議題２．教育職員の就業の特例に関する規程及び教育職員の任期に関する規程の一部改正について 

議長から，本件は，学校教育法の一部改正による大学教員の職の変更に伴い教育職員の就業の特例に

関する規程について所要の改正を行うもの，ミュージアム専任教員への任期制導入に伴い教育職員の任

期に関する規程について所要の改正を行うものであり，本評議会においては，即決で審議・承認いただ

きたい旨が述べられた 

続いて，髙安副学長からミュージアム専任教員への任期制を導入する理由について説明があり，審議

の結果，原案どおり承認された。 

 

議題３．大学教員の任期に関する問題（定年との関係）について  

議長から，本件は，前回の教育研究評議会において，教育職員の任期に関する規程の一部改正に関す

る審議に関連して，定年制職員の定年と任期制職員の任期の関係について整理し，確認することとなっ

ていたものについて審議願うものである旨が述べられた。 

続いて，人事労務課長から大学教員の任期に関する問題（定年との関係）について，資料により説明

があり，審議の結果，議題２で承認された教育職員の任期に関する規程の別表第１の表中「５年」とあ

るのを「５年以内」に改正し，１９年４月１日から施行することが承認された。 

また，併せて，次のことが確認された。 

・ 任期制が適用される全学センター等の教育職員の任期については，教員の定年を考慮することを

原則とするが，個別案件で特別の理由がある場合については，定年年齢を超えることもありうる

こと。 

・ 規程改正を恣意的に運用し，定年年齢とは無関係に，５年以下の短い任期を教員に付すことは，

本規程改正の趣旨として想定していないこと。 

 

議題４．島根大学組換えＤＮＡ実験安全管理規則の一部を改正する規則（案）について 

議長から，本件は，本年４月から学術国際部長が設置されたことに伴い，島根大学組換えＤＮＡ実験

安全管理規則に定める安全委員会委員である総務部長の後任として学術国際部長を充てることとし，そ

れに伴う規則の改正を行うものであり，１１月１６日開催の組換えＤＮＡ実験安全委員会で承認されて



おり，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられ，審議の結果，原案どおり承

認された。 

 

議題５．平成１９年度学年暦（案）及び平成２０年度入学式日（案）について    

 議長から，本件は，前回の教育研究評議会において引続き審議することとなっていた学年暦を定める

際の考え方を整理した事項について審議願うものであり，併せて，平成１９年度学年暦及び平成２０年

度入学式日についてについて審議願いたい旨が述べられた。 

続いて，坂本副学長から概要について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

議題６．平成１９年度医学部学年暦（案）について 

議長から，本件は，平成１９年度の医学部学年暦について審議願うものであり，１２月６日開催の医

学部教授会において承認されており，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べら

れた。 

続いて，坂本副学長から概要について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

議題７．平成１９年度大学入試センター試験の実施（案）について  

 議長から，本件は，平成１９年１月２０日，２１日で行われる大学入試センター試験の実施体制につ

いて審議願うものであり，１１月１６日開催の入試センター運営委員会で承認されており，本評議会に

おいては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられ，審議の結果，原案どおり承認された。 

 なお，実施本部付け委員となる医学部教員については，今年度は，試行的に出雲キャンパス試験場の

試験本部に詰めることで対応することを確認した。 

 

議題８．教員の退職勧奨について           

 議長から，本件は，法務研究科長から同研究科の教授について退職勧奨したい旨申し出があったもの

であり，島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程に基づき，本評議会において審議願うものである

旨が述べられた。 

 続いて，三宅法務研究科長から経過について説明があった後，審議の結果，原案どおり異議なく承認

された。 

 

報告事項１．教員の採用等について 

学長から，法文学部，総合理工学部から提出された採用及び昇任に係る人事案件について，１１月２

９日開催の人事小委員会及び１２月１日開催の人事委員会において承認されたことを受けて，学長とし

て採用及び昇任を決定した旨の報告があった。 

 

報告事項２．島根大学入試情報公表・提供取扱要項について 

坂本副学長から，入学者選抜に関する情報の公表・提供に関して必要な事項を定めた島根大学入試情

報公表・提供取扱要項を定めた旨の報告があった。 

 

報告事項３．平成１９年度計画の作成について 

山本副学長から，平成１８年度計画の達成に向けて引続き取組みをお願いしたい旨，また，平成１８



年度計画の進捗状況を踏まえた平成１９年度計画の作成をお願いしたい旨の依頼があった。 

 併せて，学生センターから学部に回答を依頼する年度計画の進行状況の報告については，回答項目を

指定して依頼することを確認した。 


